
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（特定有期雇用教職員の定義） （特定有期雇用教職員の定義）

第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」 第２条 （同 左）
とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)～(3) （略）
(4) 特定病院助教 任期を付して雇用する教員の

うち、医師免許又は歯科医師免許を取得してい
る者であって、医学部附属病院が定め、総長の
認める特定のプログラム、プロジェクト等によ
り雇用される者

(5)～(8) （略）
（中 略）
（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第１１条 この章に定めるもののほか、特定拠点教 第１１条 この章に定めるもののほか、特定拠点教
員の就業に関する事項については、就業規則（第 員の就業に関する事項については、就業規則（第
２２条、第２３条及び第６４条を除く。）の規定を ２２条、第２３条及び第６４条を除く。)の規定を
準用する。ただし、同規則第２条第３項の規定に 準用する。ただし、同規則第２条第３項の規定に
より特定拠点教員に準用する採用・懲戒等に関す より特定拠点教員に準用する採用・懲戒等に関す
る事項のうち、教員就業特例規則第６条の規定並 る事項のうち、教員就業特例規則第６条の規定並
びに就業規則第３１条の規定により特定拠点教員 びに就業規則第３１条の規定により特定拠点教員
に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第 に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第
５条から第８条まで、第１１条から第２２条まで、 ５条から第８条まで、第１１条から第２２条まで、
第２７条から第３３条の４まで並びに第３４条及 第２７条から第３３条の４まで、第３３条の６、
び第３５条の規定は、この限りでない。 第３４条及び第３５条の規定は、この限りでない。
（中 略）
（職務内容） （職務内容）

第１４条 特定病院助教は、診療及び臨床教育・臨 第１４条
床研究に従事する。
（俸給） （俸給）

第１５条 特定病院助教の俸給月額は、別表第４に 第１５条
掲げる額とする。 （同 左）

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び
能力に応じて決定するものとする。
（準用） （準用）

第１６条 第５条第１項及び第２項本文並びに第７ 第１６条
条の規定は、特定病院助教に準用する。
（後 略）

附 則
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

別表第１～３ （略） 別表第１～３ （同 左）
別表第４ 別表第４

俸給月額 俸給月額
Ａ 350,000円 Ａ 350,000円
Ｂ 400,000円 Ｂ 400,000円
Ｃ 450,000円 Ｃ 450,000円
Ｄ 500,000円 Ｄ 500,000円
Ｅ 550,000円 Ｅ 550,000円

Ｆ 600,000円
Ｇ 650,000円

（後 略）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（資格等） （資格等）

第３条 有期雇用教職員の資格、職務内容、雇用年 第３条
齢上限及びその他の事項は、別表第１、別表第２
及び別表第３の職名ごとの区分に応じ、同表に定 （同 左）
めるところによる。

２ （略） ２
（後 略）

附 則
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

別表第１・２（略） 別表第１・２ （同 左）
別表第３ 別表第３

職名 資格・職務能 職務内容 雇 用 年 その他の事 職名 資格・職務能 職務内容 雇 用年 その他の事

力 齢上限 項 力 齢上限 項

医員 医師免許取得 診療に従事 満 65歳 ・任期につ 医員 医師免許又は 診療に従事 満 65歳 ・任期につ

後 2 年以上又 必 要 に 応 ( た だ いては、医 歯科医師免許 必 要 に 応 ( た だ いては、医

は歯科医師免 じ、診療を し 、 大 学部附属病 を有する者の じ、診療を し 、大 学部附属病

許取得後 1 年 通じての臨 学 が 特 院の定めに うち、医師法 通じての臨 学 が特 院の定めに

以上の臨床研 床教育の補 に 認 め よる 若しくは歯科 床教育の補 に 認め よる

修又はこれに 助的職務及 た 場 合 ・当該医員 医師法の規定 助的職務及 た 場合 ・当該医員

準じる診療業 び診療に関 は 、 こ 又 は 医 員 に定める臨床 び診療に関 は 、こ 又 は 医 員

務を行った者 して研究に の 限 り (研修医)に 研修を修了し して研究に の 限り (研修医)に

も従事 で な 係る雇用経 た者又はこれ も従事 で な 係る雇用経

い。) 費にて雇用 に準じる診療 い。) 費にて雇用

される場合 業務を行った される場合

に限る 者 に限る

医員(研 医科の卒後臨 医師法・歯 ・学生、研 医員(研 医師国家試験 医師法又は ・学生、研

修医) 床研修開始後 科医師法の 究生等を除 修医) 又は歯科医師 歯科医師法 究生等を除

2 年未満又は 規定に定め く 国家試験に合 の規定に定 く

歯科の卒後臨 る臨床研修 格した者（医 める臨床研

床研修開始後 に従事 員の資格・職 修に従事

1年未満の者 務能力欄に該

当する者を除

く。）

（略） （同 左）

（後 略）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（病気休暇の期間） （病気休暇）

第２４条 教職員が負傷又は疾病による療養のため 第２４条 病気休暇は、教職員が負傷又は疾病のた

勤務しないと認められる必要最小限度の期間は、 め療養する必要があり、その勤務しないことがや

病気休暇とする。 むを得ないと認められる場合における休暇とする。

２ 生理日における勤務が著しく困難であるとして （病気休暇の期間）

女性教職員から請求があった場合には、必要な期 第２４条の２ 病気休暇の期間は、療養のため勤務

間病気休暇とする。 しないことがやむを得ないと認められる必要最小

限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外

の場合における病気休暇（以下「特定病気休暇」

という。）の期間は、次に掲げる場合における病

気休暇を使用した日その他別に定める日（以下こ

の条において「除外日」という。）を除いて連続

して９０日（業務上負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかか

った場合（以下「業務上負傷等の場合」という。）

は、１年）を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 京都大学安全衛生管理規程（平成１９年達示

第８号）第３９条第１項に規定する就業制限の

措置を受けた場合

２ 前項の規定により、特定病気休暇の期間が除外

日を除いて連続して９０日（業務上負傷等の場合

は、１年）を超えたときは、原則として、就業規

則第１５条第１項第１号の規定による休職とする。

３ 第１項ただし書、次項及び第５項の規定の適用

については、連続する８日以上の期間（当該期間

における週休日等以外の日（以下「要勤務日」と

いう。）の日数が３日以下である場合にあっては、

当該期間における要勤務日の日数が４日以上であ

る期間）の特定病気休暇を使用した教職員（この

項の規定により特定病気休暇の期間が連続してい

るものとみなされた教職員を含む。）が、除外日

を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の

末日の翌日から、１回の勤務に割り振られた勤務

時間（１回の勤務に割り振られた勤務時間の一部

に国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業

等に関する規程（平成１６年達示第８４号）第１

５条に規定する育児部分休業の承認を受けて勤務

しない時間その他別に定める時間（以下この項に

おいて「育児部分休業等」という。）がある場合

にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間

のうち、育児部分休業等以外の勤務時間）のすべ

てを勤務した日の日数（第５項において「実勤務

日数」という。）が２０日に達する日までの間に、

再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度

の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期

間は連続しているものとみなす。



改 正 前 改 正 後

４ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて

連続して９０日（業務上負傷等の場合は、１年）

に達した場合において、９０日（業務上負傷等の

場合は、１年）に達した日後においても引き続き

負傷又は疾病（当該負傷又は疾病の症状等が、当

該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負

傷をし、又は疾病にかかった日（以下この項にお

いて「特定負傷等の日」という。）の前日までの

期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の

症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項

において「特定負傷等」という。）のため療養す

る必要があり、勤務しないことがやむを得ないと

認められるときは、第１項ただし書の規定にかか

わらず、当該９０日（業務上負傷等の場合は、１

年）に達した日の翌日以後の日においても、当該

特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することが

できる。この場合において、特定負傷等の日以後

における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて

連続して９０日（業務上負傷等の場合は、１年）

を超えることはできない。

５ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて

連続して９０日（業務上負傷等の場合は、１年）

に達した場合において、９０日（業務上負傷等の

場合は、１年）に達した日の翌日から実勤務日数

が２０日に達する日までの間に、その症状等が当

該使用した特定病気休暇の期間における特定病気

休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異な

る負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務

しないことがやむを得ないと認められるときは、

第１項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又

は疾病にかかる特定病気休暇を承認することがで

きる。この場合において、当該特定病気休暇の期

間は、除外日を除いて連続して９０日（業務上負

傷等の場合は、１年）を超えることはできない。

６ 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病

気休暇の日以外の勤務しない日は、第１項ただし

書、第３項から前項まで及び次条第２項第１号の

規定の適用については、特定病気休暇を使用した

日とみなす。

７ 第１項ただし書及び第２項から前項までの規定

は、試用期間中の教職員及び再雇用職員には適用

しない。

（病気休暇の手続） (病気休暇の手続)

第２５条 教職員は、病気休暇の承認を受けようと 第２５条 （同 左）

する場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を

記入し、請求をしなければならない。ただし、や

むを得ない事由により、あらかじめ請求すること

ができなかった場合には、その事由を付して事後

において承認を求めることができる。



改 正 前 改 正 後

２ 病気休暇が引き続き１週間を超える場合には、 ２ 次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たって

療養を必要とする事由、期間等が明記された医師 は、療養を必要とする事由、期間等が明記された

の診断書をすみやかに提出しなければならない。 医師の診断書をすみやかに提出しなければならな

い。この場合において、医師の診断書が提出され

ないとき、提出された診断書の内容によっては勤

務しないことがやむを得ないと判断できないとき

その他特に必要があると認めるときは、部局の長

が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する８日以上の期間（当該期間における

要勤務日の日数が３日以下である場合にあって

は、当該期間における要勤務日の日数が４日以

上である期間）の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前１月

間における特定病気休暇を使用した日（要勤務

日に特定病気休暇を使用した日に限る。）の日

数が通算して５日以上である場合における当該

請求に係る特定病気休暇

３ 前項の病気休暇の期間を延長する場合には、当 ３

該期間にかかる医師の診断書をすみやかに提出し

なければならない。

４ 長期にわたり病気休暇を取得している者が、負 ４

傷又は疾病の回復後出勤しようとする場合には、
（同 左）

承認を受けなければならない。この場合、勤務す

ることが可能である旨が記載された医師の診断書

を提出しなければならない。

５ 前３項に掲げる場合のほか、必要なときは医師 ５

の診断書を提出させることがある。

（病気休暇の単位） （病気休暇の単位）

第２６条 病気休暇は、必要に応じて１日、１時間 第２６条 病気休暇は、必要に応じて１日、１時間

又は１分を単位として取り扱うものとする。 又は１分を単位として取り扱うものとする。ただ

し、特定病気休暇の期間の計算については、１日

以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、

１日を単位とする特定病気休暇を使用した日とし

て取り扱うものとする。

（後 略）

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の日において、同日前から引き

続き病気休暇を承認されている教職員に係る当該

承認されている病気休暇の期間は、施行後の特定

病気休暇の期間に含める。



改 正 前 改 正 後

別表第１（第４条、第５条関係） 別表第１（第４条、第５条関係）

教職員の区分 始業及び終業の 休憩時間 教職員の区分 始業及び終業の 休憩時間

時刻 時刻

（略） （同 左）

医学部附属病院リハビ 午前 8 時 30 分か 正午から午後 1 時ま

リテーション部に勤務 ら午後 5時まで で

する職員のうち、医学 （同 左）

部附属病院長が指定す

る者

教育推進部共通教育推 午前 8 時から午 正午から午後 1 時ま 学務部共通教育推進課 午前 8 時から午 正午から午後 1 時ま

進課に勤務する職員の 後 4時 45分まで で に勤務する職員のうち、後 4時 45分まで で

うち、教育推進部長が 午後 1 時から午後 2 学務部長が指定する者 午後 1 時から午後 2

指定する者 時まで 時まで

午前 10 時から午 正午から午後 1 時ま 午前 10 時から午 正午から午後 1 時ま

後 6時 45分まで で 後 6時 45分まで で

午後 1 時から午後 2 午後 1 時から午後 2

時まで 時まで

（略） （同 左）

別表第２ （略） 別表第２ （同 左）

別表第３（第１６条関係） 別表第３（第１６条関係）

教職 員の 区 割 振 り 週休日 始業 及び 終 休憩時間 教 職員 の区 割 振 り 週休日 始 業及 び終 休憩時間

分 単 位 期 業の時刻 分 単 位 期 業の時刻

間 間

（略） （同 左）

医学 部附 属 ４週間 医学部附 医 学部 附属 ４週間 医学部附

病院 放射 線 属病院長 （略） 病 院放 射線 属病院長 （同 左）

部に 勤務 す が指定す 部 に勤 務す が指定す

る教 職員 の る８の１ 午前 8 時 30 午後 0 時 15 る 教職 員の る８の１ 午前 8 時 30 午後 0 時 15

うち 、医 学 日勤務日 分か ら翌 日 分から午後 1 う ち、 医学 日勤務日 分 から 翌日 分から午後 1

部附 属病 院 午前 8 時 30 時 まで 、午 部 附属 病院 午前 8 時 30 時まで、午

長が 指定 す 分まで 後 8 時 30 分 長 が指 定す 分まで 後 8 時 30 分

る者 か ら翌 日午 る者 から翌日午

前 3時まで、 前 3 時まで、

午前 6 時 15 午前 6 時 15

分から午前 7 分から午前 7

時 30分まで 時 30 分まで

午前 7 時 30 正午から午後

分から午後 4 0時 45分まで

時まで



改 正 前 改 正 後

教職 員の 区 割 振 り 週休日 始業 及び 終 休憩時間 教 職員 の区 割 振 り 週休日 始 業及 び終 休憩時間

分 単 位 期 業の時刻 分 単 位 期 業の時刻

間 間

（略） （同 左）

医学 部附 属 ４週間 医学部附 医 学部 附属 ４週間 医学部附

病院 看護 部 属病院長 （略） 病 院看 護部 属病院長 （同 左）

に勤 務す る が指定す に 勤務 する が指定す

職員のうち、 る８の１ 午後 4 時 30 午後 8 時 30 職員のうち、 る８の１ 午後 4 時 30 医学部附属病

医学 部附 属 日勤務日 分か ら翌 日 分から午後 9 医 学部 附属 日勤務日 分 から 翌日 院長が定める

病院 長が 指 午前 9 時ま 時 30分まで 病 院長 が指 午前 9 時ま １時間

定する者 で 定する者 で

（略） （同 左）

医学 部附 属 ４週間 医学部附 医 学部 附属 ４週間 医学部附

病院 看護 部 属病院長 （略） 病 院看 護部 属病院長 （同 左）

病棟 に勤 務 が指定す 病 棟に 勤務 が指定す

する職員（看 る８又は 午後 3 時 30 午後 8 時か する職員（看 る８又は 午後 3 時 30 医学部附属病

護師 長を 除 ７の１日 分か ら翌 日 ら午後 10 時 護 師長 を除 ７の１日 分 から 翌日 院長が定める

く。）のうち、 勤務日 午前 9 時ま まで く。）のうち、 勤務日 午前 9 時ま ２時間

医学 部附 属 で 医 学部 附属 で

病院 長が 指 病 院長 が指

定する者 （略） 定する者 （同 左）

午後 7 時 45 午後 9 時か 午後 7 時 45 医学部附属病

分から午前 8 ら午後 10 時 分から午前 8 院長が定める

時 30分まで まで 時 30分まで １時間

午後 8 時か 午後 9 時か 午後 8 時か 医学部附属病

ら午前 8 時 ら午後 10 時 ら午前 8 時 院長が定める

30分まで まで 30分まで １時間

医学 部附 属 ４週間 医学部附 医 学部 附属 ４週間 医学部附

病院 看護 部 属病院長 （略） 病 院看 護部 属病院長 （同 左）

手術 部に 勤 が指定す 手 術部 に勤 が指定す

務す る職 員 る８又は 午後 7 時 45 午後 9 時か 務 する 職員 る８又は 午後 7 時 45 医学部附属病

（看 護師 長 ７の１日 分から午前 8 ら午後 10 時 （ 看護 師長 ７の１日 分から午前 8 院長が定める

を除く。）の 勤務日 時 30分まで まで を除く。）の 勤務日 時 30分まで １時間

うち 、医 学 う ち、 医学

部附 属病 院 午後 8 時か 午後 9 時か 部 附属 病院 午後 8 時か 医学部附属病

長が 指定 す ら午前 8 時 ら午後 10 時 長 が指 定す ら午前 8 時 院長が定める

る者 30分まで まで る者 30分まで １時間

（略） （同 左）



改 正 前 改 正 後

教職 員の 区 割 振 り 週休日 始業 及び 終 休憩時間 教 職員 の区 割 振 り 週休日 始 業及 び終 休憩時間

分 単 位 期 業の時刻 分 単 位 期 業の時刻

間 間

医学 部附 属 ４週間 医学部附 医 学部 附属 ４週間 医学部附

病院 看護 部 属病院長 （略） 病 院看 護部 属病院長 （同 左）

救急 部及 び が指定す 救 急部 及び が指定す

集中 治療 部 る８又は 午後 7 時 45 午後 9 時か 集 中治 療部 る８又は 午後 7 時 45 医学部附属病

に勤 務す る ７の１日 分から午前 8 ら午後 10 時 に 勤務 する ７の１日 分から午前 8 院長が定める

職員 （看 護 勤務日 時 30分まで まで 職 員（ 看護 勤務日 時 30分まで １時間

師 長 を 除 師 長 を 除

く。）のうち、 午後 8 時か 午後 9 時か く。）のうち、 午後 8 時か 医学部附属病

医学 部附 属 ら午前 8 時 ら午後 10 時 医 学部 附属 ら午前 8 時 院長が定める

病院 長が 指 30分まで まで 病 院長 が指 30分まで １時間

定する者 定する者

（略） （同 左）

共用 施設 ア ４週間 共用施設 施 設部 管理 ４週間 施設部長

セッ トマ ネ アセット 課 に勤 務す が指定す

ジメ ント セ マネジメ る 職員 のう る８の１

ンタ ーに 勤 ントセン ち 、施 設部 日勤務日

務す る職 員 ター長が 長 が指 定す

のう ち、 共 指定する （略） る者 （同 左）

用施 設ア セ ８の１日

ット マネ ジ 勤務日

メン トセ ン

ター 長が 指

定する者

（後 略）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（教職員の給与） （教職員の給与）

第４条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤 第４条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤
務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示第 務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示第
８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第３条 ８３号。以下「勤務時間等規程」という。)第３条
及び第１６条から第１９条までの規定による勤務 及び第１６条から第１９条までの規定による勤務
時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤 時間（以下「正規の勤務時間」という。)による勤
務に対する報酬であって、この規程に定める俸給 務に対する報酬であって、この規程に定める俸給
の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、都市 の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、都市
手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身 手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身
赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第２２ 赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第２２
条による手当を含む。）、超過勤務手当、休日給、 条による手当を含む。）、超過勤務手当、休日給、
夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、 夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、
期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、 期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、
入試手当、学位論文調査手当、遠隔地異動・出向 入試手当、学位論文調査手当、遠隔地異動・出向
手当及び拠点手当を除いた全額とする。 手当、拠点手当及び衛生管理手当を除いた全額と

する。
（中 略）
（俸給の特別調整額） （俸給の特別調整額）

第１２条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その 第１２条 （同 左）
他の地位にある別表第９の職名欄に掲げる職にあ
る者（指定職俸給表適用者を除く。）に対し、同表
に定めるところにより俸給の支給に準じて支給す
る。この場合において、同一の者が同表の職名欄
に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方
の額を支給する。
（中 略）
（入試手当） （入試手当）

第３３条の２ 入試手当は、入試業務に従事する別 第３３条の２ （同 左）
表第１１に掲げる教員に対し、その区分に応じた
手当額を支給する。
（中 略）
（拠点手当） （拠点手当）

第３３条の５ 国立大学法人京都大学の組織に関す 第３３条の５ 国立大学法人京都大学の組織に関す
る規程（平成１６年達示第１号）第５０条の４の る規程（平成１６年達示第１号）第４８条第１項
研究拠点において研究に従事する教員及び最先端 の研究拠点において研究に従事する教員及び最先
研究開発支援プログラムにより雇用される教員に 端研究開発支援プログラムにより雇用される教員
は、拠点手当を支給することができる。 には、拠点手当を支給することができる。

２・３ （略） ２・３ （同 左）
（衛生管理手当）

第３３条の６ 衛生管理手当は、国立大学法人京都
大学安全衛生管理規程（平成１９年達示第８号）
第１１条第２項の規定により衛生管理者に任命さ
れた教職員に対し支給する。ただし、衛生管理業
務を主たる業務とする組織として環境安全保健機
構長が指定する組織において衛生管理者に任命さ
れた教職員には、衛生管理手当は支給しない。

２ 前項の手当の月額は、3,000円とする。
（特定の教職員についての適用除外） （特定の教職員についての適用除外）

第３４条 第１１条から第１５条まで、第１７条、 第３４条 第１１条から第１５条まで、第１７条、
第２０条、第２３条から第２６条まで及び第２８ 第２０条、第２３条から第２６条まで、第２８条
条から第３１条までの規定は、指定職俸給表の適 から第３１条まで及び第３３条の６の規定は、指
用を受ける教職員には適用しない。 定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。

２ 第２３条及び第２４条の規定は、俸給の特別調 ２ 第２３条、第２４条及び第３３条の６の規定は、
整額の適用を受ける教職員には適用しない。 俸給の特別調整額の適用を受ける教職員には適用

しない。



改 正 前 改 正 後
３ （略） ３ （同 左）

（中 略）
（給与の減額） （給与の減額）

第３７条 教職員が勤務しないときは、勤務時間等 第３７条 （同 左）
規程第１３条に規定する祝日法による休日（勤務
時間等規程第１４条第１項の規定により代休日を
指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の
全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代
わる代休日。）、勤務時間等規程第１３条に規定す
る年末年始の休日（勤務時間等規程第１４条第１
項の規定により代休日を指定されて、当該休日に
割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員に
あっては、当該休日に代わる代休日。）又は勤務時
間等規程第１３条に規定する創立記念日（勤務時
間等規程第１４条第１項の規定により代休日を指
定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全
部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わ
る代休日。）である場合、就業規則第３４条による
職務専念義務免除期間（同条第３号を除く。）、就
業規則第４３条による妊産婦である女性教職員の
健康診査、就業規則第４４条による妊産婦である
女性教職員の業務軽減等、及び就業規則第５８条
による就業禁止期間、並びに休暇による場合、そ
の他勤務しないことにつき特に承認があった場合
を除き、その勤務しない１時間につき、第３９条
に規定する勤務１時間あたりの給与額に、その勤
務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給す
る。
（中 略）

附 則 附 則
１～４ （略） １～４ （同 左）
５ 当分の間、第３７条の規定にかかわらず、教職 ５ 当分の間、第３７条の規定にかかわらず、教職

員が負傷（業務上の負傷及び通勤による負傷を除 員が負傷（業務上の負傷及び通勤による負傷を除
く。）若しくは疾病（業務上の疾病及び通勤による く。)若しくは疾病（業務上の疾病及び通勤による
疾病を除く。以下この項において同じ。）に係る療 疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療
養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置（別に 養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置（別に
定めるものに限る。）により、当該療養のための病 定めるものに限る。)により、当該療養のための病
気休暇又は当該措置の開始の日から起算して９０ 気休暇又は当該措置の開始の日から起算して９０
日（結核性疾患にあっては、１年）を超えて引き 日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間
続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病 経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につ
気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額 き、俸給の半額を減ずる。
を減ずる。
（中 略）

附 則
（施行期日）

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
ただし、改正後の別表第１１の規定は、平成２３
年１月１日から適用する。
（経過措置）

２ この規程の施行の日において、同日前から引き
続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措
置（別に定めるものに限る。）により勤務しない
教職員に対する俸給の半減の取扱いについては、
改正後の附則第５項の規定にかかわらず、なお、
従前の例による。



改 正 前 改 正 後

別表第９ 俸給の特別調整額表（第１２条関係） 別表第９ 俸給の特別調整額表（第１２条関係）
職名 支給額 備考 職名 支給額 備考

（略） （同 左）

保健管理センター所長 60,000円

研究拠点 （略） 研究拠点 （同 左）

（略） （同 左）

本部の事務組織(国立大学法人京 事務本部及び部局事務部

都大学の組織に関する規程(平成

16 年達示第 1 号)第 52 条第 1 項

に定めるものをいう。)及び部局

事務部

部長及び事務部長 部長及び事務部長 120,000円 (総長が指定す

るものに限る。)

100,000円 100,000円

課長及び事務長 課長及び事務長 80,000円 (総長が指定す

るものに限る。)

65,000円 65,000円

室長 室長及びセンター長 80,000円 (総長が指定す

るものに限る。)

65,000円 (総長が指定す 65,000円 (総長が指定す

るものに限る。) るものに限る。)

センター長 65,000円 (総長が指定す

るものに限る。)

（略）



改 正 前 改 正 後
別表第１０ （略） 別表第１０ （同 左）
別表第１１（第３３条の２関係） 別表第１１（第３３条の２関係）

試験 業務 業務内容 手当額 試験 業務 業務内容 手当額

大学入試 試験実施責任者 大学入試センタ 年度当たり 大学入試

センター ー試験の実施を 100,000円 センター （同 左）

試験 総括する教員 試験

学部試験実施責 各学部において 年度当たり

任者 大学入試センタ 60,000円 （同 左）

ー試験の実施を

総括する教員

試験実施責任者 試験実施責任者 年度当たり

補佐 を補佐する教員 40,000円
で、大学入試セ （同 左）

ンター試験実施

委員会委員のう

ち、試験実施責

任者が指名する

教員

試験監督者 大学入試センター試験 １科目当

・リスニン の試験監督及びリスニ たり

グ監督補助 ング監督補助を行う教 2,500円
者 員

救護医師 発病者等に係る １日当たり

救護措置を行う 10,000円 （同 左）

医師

（略） （同 左）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 再 雇 用 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（手当） （手当）

第１２条 再雇用職員に支給できる手当は、次の各 第１２条 再雇用職員に支給できる手当は、次の各
号に掲げる手当とする。 号に掲げる手当とする。
(1) 通勤手当 (1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当 (2) 超過勤務手当
(3) 休日給 (3) 休日給
(4) 夜勤手当 (4) 夜勤手当
(5) 宿日直手当 (5) 宿日直手当

(6) 衛生管理手当
２ 前項の手当の支給は、給与規程の定めるところ ２ （同 左）

による。ただし、超過勤務手当のうち、教職員の
所定の勤務時間に相当する時間内における勤務に
ついては、給与規程第３９条に規定する勤務１時
間あたりの給与額を超過勤務手当として支給し、
給与規程第２３条第１項第３号に規定する勤務の
算出の基礎には含めないものとする。
（後 略）

附 則
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 退 職 手 当 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算）

第８条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計 第８条

算は、教職員としての引き続いた在職期間による。 （同 左）

２～４ （略） ２～４

５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在 ５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在

職期間には、次の各号に掲げる国立大学法人等（以 職期間には、次の各号に掲げる国立大学法人等（以

下「法人等」という。）に使用される者が引き続い 下「法人等」という。)に使用される者が引き続い

て教職員となったときにおける当該法人等に使用 て教職員となったときにおける当該法人等に使用

される者としての引き続いた在職期間、及び教職 される者としての引き続いた在職期間、及び教職

員が第２条第７号の規定により退職手当を支給さ 員が第２条第７号の規定により退職手当を支給さ

れないで法人等に使用される者となり、引き続い れないで法人等に使用される者となり、引き続い

て法人等に使用される者として在職した後引き続 て法人等に使用される者として在職した後引き続

いて教職員となったときにおける、先の教職員と いて教職員となったときにおける、先の教職員と

しての引き続いた在職期間の始期から法人等に使 しての引き続いた在職期間の始期から法人等に使

用される者としての引き続いた在職期間の終期ま 用される者としての引き続いた在職期間の終期ま

での在職期間をそれぞれ含むものとする。この場 での在職期間をそれぞれ含むものとする。この場

合において、その者の法人等に使用される者とし 合において、その者の法人等に使用される者とし

ての引き続いた在職期間の計算については、前各 ての引き続いた在職期間の計算については、前各

項の規定を準用する。ただし、退職により、この 項の規定を準用する。ただし、退職により、この

規程による退職手当に相当する給与の支給を受け 規程による退職手当に相当する給与の支給を受け

ているときは、当該給与の計算の基礎となった在 ているときは、当該給与の計算の基礎となった在

職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期 職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期

間がその者が在職した法人等の退職手当に関する 間がその者が在職した法人等の退職手当に関する

規定において明確に定められていない場合におい 規定において明確に定められていない場合におい

ては、当該給与の額を退職の日におけるその者の ては、当該給与の額を退職の日におけるその者の

給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１ 給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１

未満の端数を生じたときは、その端月数を切り捨 未満の端数を生じたときは、その端月数を切り捨

てる。）に相当する月数)は、その者の教職員とし てる。）に相当する月数)は、その者の教職員とし

て引き続いた在職期間には含まないものとする。 て引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 国立大学法人法第２条第１項に規定される国 (1) 国立大学法人法第２条第１項に規定される国

立大学法人 立大学法人

(2) 国立大学法人法第２条第３項に規定される大 (2) 国立大学法人法第２条第３項に規定される大

学共同利用機関法人 学共同利用機関法人

(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構法第２条 (3) 独立行政法人国立高等専門学校機構法第２条

に規定される独立行政法人国立高等専門学校機 に規定される独立行政法人国立高等専門学校機

構 構

(4) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第２ (4) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第２

条に規定される独立行政法人大学評価・学位授 条に規定される独立行政法人大学評価・学位授

与機構 与機構

(5) 独立行政法人国立大学財務・経営センター法 (5) 独立行政法人国立大学財務・経営センター法

第２条に規定される独立行政法人国立大学財務 第２条に規定される独立行政法人国立大学財務

・経営センター ・経営センター

(6) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第３条 (6) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第３条

に規定される独立行政法人宇宙航空研究開発機 に規定される独立行政法人宇宙航空研究開発機

構（ただし、同機構就業規則に規定される教育 構（ただし、同機構就業規則に規定される教育

職職員に限る。） 職職員に限る。）

(7) 独立行政法人大学入試センター法第２条に規

定される独立行政法人大学入試センター

６・７ （略） ６・７ （同 左）

（後 略）

附 則

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 永 年 勤 続 者 表 彰 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（表彰を受ける者） （表彰を受ける者）

第２条 表彰は、教職員（講師以上の教員を除く。） 第２条 表彰は、教職員（教授、准教授、講師及び

であって、次の各号の一に該当し、かつ、勤務成 助教を除く。）であって、次の各号の一に該当し、

績が良好な者について行う。 かつ、勤務成績が良好な者について行う。

(1) 創立記念日において、勤続期間が２０年に達 (1)
する者

(2) 創立記念日において、勤続期間が３０年に達 (2)
（同 左）

する者

(3) 前２号に相当すると京都大学総長（以下「総 (3)
長」という。）が認める者

（後 略）

附 則

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。


